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１ 趣旨 

  新型コロナウイルスワクチン（以下「ワクチン」という。）の円滑な接種に向けた，ワクチンの接

種体制の準備状況について報告する。 

 

２ 接種体制の概要 

（１）ワクチン接種の目的 

新型コロナウイルス感染症の発症及び重症化の予防並びにまん延の防止 

 

（２）接種対象者及び調整主体，接種開始予定 
   ワクチン承認後，速やかに接種が可能となるように接種体制を整備 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

（３）医療従事者等向け優先接種 

ア 接種場所（次のいずれかの施設で実施） 

・基本型接種施設：ディープフリーザーを設置してワクチンを受け入れる拠点。自施設及び  

他施設の医療従事者への接種を行い，連携型接種施設へのワクチンの小分け，

分配を行う施設（分配方法は検討中） 

   ・連携型接種施設：自施設及び他施設の医療従事者への接種を行う施設 

  

 イ 接種までの流れ 

① 県医師会，県歯科医師会，県薬剤師会，県から勤務先へ接種券（クーポン券）の送付 

② 接種予約（予約方法は検討中） 

③ 接種（接種費用は無料） 

 

（４）住民接種（高齢者向け優先接種以降） 

ア 高齢者向け優先接種以降 

    原則として，住民票のある市町の医療機関や市町が設置する会場等で実施 

   

イ 接種までの流れ 

① 市町から接種券（クーポン券）の送付（優先順位に従って，順次送付） 

② 医療機関等接種会場の空き状況，予約受付連絡先の確認（V-SYS公開サイト） 

③ 接種予約（予約方法は検討中） 

④ 接種（接種費用は無料） 

 

３ 市町との連携体制 

（１）市町担当者連絡会議 

市町担当者連絡会議を，適宜（月２回程度）開催し，進捗状況の把握をするとともに，課題等

を共有し，解決策等を協議する。 

接種対象者 調整主体 接種開始予定 

医療従事者等 
先行接種（県内４施設で実施） 国 ２月中旬 

優先接種（県 8.5万人程度）総人口の３％ 都道府県 ３月中旬 

住  民 

高齢者向け優先接種（県 81.6万人程度）実数 

市町 

４月上旬 

基礎疾患を有する者（県 17.6万人程度）総人口の 6.3％ 

高齢者施設等の従事者（県 4.2万人程度）総人口の 1.5％ 
４月以降 

その他（ワクチンの供給量等を踏まえ，順次接種） ４月以降 

当日配付資料 



区  分 概  要 

これまでの会議における 

協議内容 

・医療従事者等の接種体制について 

・住民からの相談業務について 

・個別接種における通知方法について 

市町における現時点の課題 ・集団接種における医療従事者等の人員及び会場の確保 

次回以降の協議内容 

・集団接種について 

・高齢者向け接種体制について 

・広報業務について 

 

（２）課題に対する取組方針 

   県医師会や県看護協会等と連携し，医療従事者の確保が課題となっている市町へ派遣等の調整

を行う。 

 

４ 今後の方針 

（１）相談業務について 

   県と市町で連携し，一般相談から専門相談まで総合的に対応できるコールセンターを設置する

予定。 

（２）広報について 

   新聞，テレビ，ＳＮＳ（ツイッターやフェイスブック）など，各種媒体，メディアを活用する

とともに，市町や高齢者施設等と連携し，ワクチン接種に関して効果的に広く県民に周知する。 

 

５ 参考 

（１）ワクチンの概要（現時点） 

    国が次の３社と契約締結や基本合意 

区  分 ファイザー社(承認申請中) アストラゼネカ社(承認申請中) 武田／モデルナ社 

規  模 
1.44億回分 

（7,200万人×２回） 

1.2憶回分 

（6,000万人×２回）想定 

5,000万回分 

（2,500万人×２回）想定 

接種回数 ２回（21日間隔） ２回（28日間隔） ２回（28日間隔） 

保管温度 -75℃±15℃ 2～8℃ -20℃±5℃ 

 

（２）その他医療資材 

接種に必要な資材（注射針，シリンジ，ディープフリーザー及びドライアイス）は，国が

確保し，医療機関等に無償提供 

 


